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静岡県では、良好な景観の形成及び風致の維持並びに公衆に対する危害を防止するため、静岡県

屋外広告物条例及び同条例施行規則により、屋外広告物の表示・設置について必要な規制を定めて

います。

このたび、特に良好な景観の形成を図る必要がある特別規制地域における野立ての案内図板の設

置許可基準を改正し、平成25年10月１日から施行することとしました。

基準の改正により、板面の表示内容や色彩、看板の設置場所等に制限が加わります。

なお、既存不適格となる広告物については、３年間の経過措置期間を設け、この期間中に基準に適

合したものにしていただきます。

●●●●改正改正改正改正のののの内容内容内容内容

●詳細は、静岡県ホームページ（http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-510/annaizuban-kijun.html

又は「静岡県 案内図板」で検索）を御覧ください。
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後退距離規制適用地域（第１種普通規制地域内のうち、都市計画法の用途地域以外において、条例第３条６号に規定す
る東名高速道路、新東名高速道路、新幹線、道路、鉄道又は条例第２号に規定する道路、鉄道からの100ｍ未満の地域）
における野立ての案内図板の設置許可基準も改正し、平成25年10月１日から施行されています。概要は、裏面を御覧くだ
さい。また、詳細については、上記静岡県ホームページを御確認ください。
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案内図板設置許可基準の概要（平成 25 年 10 月１日施行） 

基準の項目 
特別規制地域における 

基準の概要 

後退距離規制適用地域における 

基準の概要 

１ 案内図板の定義 事業所、営業所、作業場等が主要な道路に接していない場合その他のやむを得

ない場合に当該事業所等へ案内し、又は誘導するために表示し、又は設置する

ものであること。 

２ 距離 案内図板の設置場所から事業所等の敷地までの道のりは 10km 以内。 

３ 相互間距離 案内図板の相互間距離は、左右方向に 50ｃｍ以上、前後方向に５m以上。 

４ 高さ 案内図板の高さは地上５ｍ以下。 

５ 面積 案内図板の表示面積は、片面３㎡以内

の表示が原則。ただし、表側と同じ形

のものをぴったりくっつけて表示す

る場合に限り、裏側にも表示可能。 

案内図板の表示面積は、片面５㎡以内

の表示が原則。ただし、表側と同じ形

のものをぴったりくっつけて表示す

る場合に限り、裏側にも表示可能。 

６ 地図矢印の表示 事業所等に案内、誘導するための地図又は矢印を必ず表示。 

７ 案内表示の面積 案内表示を記載するスペースは板面の表示面積の３分の１以上。このスペース

には、その他の文字、写真又は絵を記載してはならない。 

８ 写真・イラスト

の使用 

写真、絵（イラスト、商標等）の面積は、表示面積全体の３分の１以下。なお、

写真やイラストに重ねて、文字、地図、矢印を表示してはならない。 

９ 地の色彩 地の色彩は、彩度８以下かつ明度３以上。 

10 電飾設備の使用 動光（電光掲示）、点滅照明、ネオン照明、光源が露出したもの（案内広告を

直接照らすものを除く。）は使用できない。 

11 建築物等の利用 建物の屋上や壁面、塀には案内図板

を設置できない。 

 

12 協同看板 ・表示面積は 10 ㎡以内。 

・１者当たりの表示面積は２㎡以内。

・ただし、表側と同じ形のものをぴっ

たりくっつけて表示する場合に限

り、裏側にも表示可能とする。その

場合、裏側も５以上の者の協同看板

であること。 

・表示面積は 15 ㎡以内。 

・１者当たりの表示面積は３㎡以内。

・ただし、表側と同じ形のものをぴっ

たりくっつけて表示する場合に限

り、裏側にも表示可能とする。その

場合、裏側も５以上の者の協同看板

であること。 

 
 


